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■熱中症予防のポイント 
（環境省、厚生労働省リーフレットより抜粋） 

令和元年度中の第８期（平成31年４月から令和３年 

３月31日まで）地域委員会の活動状況を下記のとおり 

報告します。 

◎地域委員会 

開催状況：４回（４月24日、９月６日、11月12日、

２月21日） 

主な議題：今後のまちづくりの提案や広聴のあり 

方の検討について 

◎分科会 

開催状況：６回（６月６日、７月30日、10月17日、

11月12日、12月12日、２月21日） 

検討テーマ：小国地域のまちづくりについて 

●今後のスケジュール● 

令和元年度は、分科会での協議のほか、地域づく 

り交流会へ自主的に参加することにより、地域内で 

活動する団体や個人と意見交換することで、お互い 

に地域づくりについて「共感」と「気づき」を得る 

ことができました。令和２年度は、今後の地域づく 

りに相応しい「広聴の仕組み」や「地域課題の検討 

の仕組み」について検討を深めていくこととしてい 

ます。 

※地域委員会での協議内容等について、詳しくは、 

市ホームページに掲載していますので、そちらを 

ご覧ください。 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/ 

cate06/oguni/ 

問合せ：地域振興課 ☎９５－５９０５ 

■令和２年度「日赤協力金納入実績」 
について報告します 

 6月号 

小国地域全体の日赤協力金納入額は、下記

のとおりでした。 

893件 765,610円 

大勢の皆様からご協力いただき、誠にあり 

がとうございました。 

なお、集落ごとの納入額については、集落

総代へお知らせします。 

問合せ：市民生活課 ☎９５－５９００ 

◎暑さを避けましょう 

・エアコンを利用する等、部屋の温度 

を調整する 

・感染症予防のため、換気扇や窓を開放すること 

で換気をしつつ、エアコンの設定温度をこまめ 

に調整する 

◎適宜マスクをはずしましょう 

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業 

や運動を避け、周囲の人との距離（２メートル 

以上）を十分にとった上で、適宜マスクをはず 

して休憩をする 

 

 

◎こまめに水分補給しましょう 

・のどが渇く前に水分を補給する 

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに摂取する 

◎日ごろから健康管理をしましょう 

・日ごろから体温測定、健康チェック 

◎暑さに備えた体作りをしましょう 

・暑くなり始めの時期から適度に運動をする 

・水分補給を忘れずに、無理のない範囲で毎日 

30分程度行う 

２メートル以上 

■第８期小国地域委員会の活動状況 

■おぐにカンパニー今年も頑張ります！ 

カブトムシも３密にならないよう、２リットル

入りのペットボトル１本に１匹ずつ入れて飼育し

ています。 

無事、羽化したら森林公園に放す予定です。 

今年の小国中学校の地域貢献活動は、新型コロナ 

ウイルス感染予防に取り組みながら、地域の一員とし 

てできることを考え活動しています。今回は、活動部 

の生徒たちがカブトムシの幼虫の飼育を託され、自宅

で大切に育てています。 

■商標登録されました！ 
『越後カントリートレイル』の

名称とロゴマークが５月19日に

特許庁の商標原簿に登録されま

した。 

これからも小国地域を盛り上

げていきます。 

問合せ：チーム・おぐに事務局 ☎４１－９０１１ 

◎商標登録された名称 
『越後カントリートレイル』 

◎商標登録された 
ロゴマーク 
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対象者：基準日（令和２年４月27日）に住民基本 

台帳に記録されている人 

受給権者：対象者の属する世帯の世帯主 

給付額：１人10万円 

申請方法：申請書に世帯主の署名と振込口座を記 

入し、運転免許証などの本人確認書類 

と預金通帳の写しを裏面に必ず貼付し 

て同封の返信用封筒で返送 

※申請書は５月 20日に発送済みです。 

給付方法：申請書に記載された世帯主本人名義の 

銀行口座へ振り込み 

※口座振り込みまで２～３週間程度 

かかる場合があります。 

申請期限：８月24日（月）まで 

※マイナンバーカード所有者のみ利用できるオン 

ライン申請も受け付けています。 

問合せ：特別定額給付金室 ☎３９－２３０２ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

個人・世帯向け支援 

◎緊急小口資金 

貸付上限金額：20万円 

◎総合支援資金（生活支援費） 

貸付上限金額：単身世帯 月15万円 

２人以上の世帯 月20万円 

貸付期間：原則３カ月 

問合せ：長岡市社会福祉協議会 ☎３３－６０００ 

家計への支援 

■特別定額給付金（国） 

生活費を無利子で貸し付け 

■生活福祉資金（国） 

対象者：国民健康保険、後期高齢者医療制度の加 

入者のうち、給与の支払いを受けている 

人が新型コロナウイルスに感染、または、 

発熱などで感染が疑われたことにより仕事 

を休まなければならなくなった人 

問合せ：国保年金課国保給付係 ☎３９-２００６ 

  〃  後期高齢者医療係 

☎３９-２３１７ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

対象者：解雇、収入の減少などで現住居から退去 

しなければならない人 

（収入、世帯要件あり） 

問合せ：生活支援課市営住宅相談室 

☎３９－２２２９ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

対象者：既に入居していて収入が著しく減少した人 

（収入、世帯要件あり） 

問合せ：生活支援課市営住宅相談室 

☎３９－２２２９ 

住居を失った方へ 

■市営住宅を提供（市） 

■市・県営住宅の家賃を減免（市・県） 

感染の疑いがある方にも支給 

■傷病手当金（国） 

■詐欺被害の防止 

特別定額給付金に関して、長岡市がＡＴＭの操作

をお願いしたり、手数料の振込みを求めることは絶

対にありません。 

ご自宅などに長岡市や総務省などをかたった電話

がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、一人

で悩まずご相談ください。 

問合せ：地域振興課（支所）☎９５－５９０５ 

小国交番 ☎９５－２０２２ 

新潟県警察相談専用電話  

☎＃９１１０または、 

０２５－２８３－９１１０ 

対象者：主たる生計維持者が、離職や休業による 
収入の減少で、住宅を失った、または失 
うおそれがある世帯（収入要件あり） 

給付額：単身世帯 31,800円（上限） 
２人世帯 38,000円（上限） 
３人世帯 41,000円（上限） 

支給期間：最長１年 
問合せ：長岡市パーソナル・サポート・センター 

☎８９－８２６３ 

家賃の支払いを支援 

■住居確保給付金（国・市） 

■税金・公共料金・保険料などの支払い相談（市） 

◎事業者向け固定資産税の軽減（令和３年度課税分） 

問合せ：資産税課 ☎３９－２２１３ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

◎市税（市民税・固定資産税など） 

問合せ：収納課 ☎３９－２２１４ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

◎水道・下水道料金 

問合せ：業務課 ☎３５－１６１９ 

業務課小国営業所 ☎９５－２４４０ 

◎国民健康保険料 
問合せ：国保年金課 ☎３９－２２２０ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 
◎後期高齢者医療保険料 
問合せ：国保年金課 ☎３９－２３１７ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 
◎国民年金保険料 
問合せ：国保年金課 ☎３９－２２５０ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 
◎介護保険料 
問合せ：介護保険課 ☎３９－２２４５ 

市民生活課（支所） ☎９５－５９００ 

新型コロナウイルス感染症 支援策 
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          『夏の道 ゆとりとマナーで 防ぐ事故』 

                    期間：７月22日（水）～31日（金）までの10日間 

事業者向け支援 （５月 25日時点の情報を掲載しています。） 

事業者に国や県からの支援が届くまで、建物家賃

や固定資産税、水道・下水道料金などの固定費相当

額を助成し、事業の継続を応援します。 

対象者：市内に本社など主な事業所を有する中小 

企業など（全業種）で、以下の要件を満 

たすもの 

・売り上げ：令和２年２月から５月まで 

のいずれかの月が、前年同月比で30％ 

以上減少 

・努力義務：雇用の維持や事業継続のた 

めの活動（取引先との交渉、感染予防 

策の実施など） 

補助額：①②のいずれか 

①家賃相当額 

・従業員10人以上…最大30万円 

・従業員９人以下…最大15万円 

②固定資産税等相当額…最大10万円 

対象経費：①建物家賃３カ月分、水道・下水道料 

金２カ月分 

②固定資産税額（家屋と償却資産のみ）・ 

都市計画税の年税額４分の１、水道・ 

下水道料金２カ月分 

申込期限：６月30日（火）までに郵送 

（当日消印有効） 

郵送先：〒940-8501（住所不要） 

産業支援課 

問合せ：産業支援課 ☎３９－２２２８ 

産業建設課（支所） ☎９５－５９０６ 

対象者：令和２年１月以降、売り上げが前年同月 

比50％以上減少した月がある中堅・中小 

法人、個人事業者、ＮＰＯ法人など 

給付額：法人…最大200万円 

個人事業者…最大100万円 

申請方法：給付金事務局のホームページ 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

申込期限：令和３年１月15日（金）まで 

問合せ：持続化給付金事業コールセンター 

☎０１２０－１１５－５７０ 

IP☎０３－６８３１－０６１３ 

雇用の維持を図るために従業員の休業や教育訓練を

行った場合に、休業手当などの一部を助成します。 

助成額：労働者１人当たり…１日 8,330円（上限） 

※引き上げが検討されています。 

問合せ：ハローワーク長岡 ☎３２－１１８１ 

助成金を積極的に活用できるよう、申請手続きを社

会保険労務士に委託した際の手数料を補助します。 

対象者：以下の要件を満たす事業者 

・市内に本社など主な事業所を有する中 

小企業または個人事業主 

・常時雇用する従業員が20人未満 

補助額：最大10万円 

申込期限：令和３年３月31日（水）までに郵送 

（当日消印有効） 

郵送先：〒940-8501（住所不要） 

産業支援課 

問合せ：産業支援課 ☎３９－２２２８ 

産業建設課（支所） ☎９５－５９０６ 

対象者：県内に事業所を有し、県の要請に応じて 

休業や営業時間の短縮などを実施した中 

小企業および個人事業主 

（４月24日～５月６日までの全期間） 

支給額：１事業者当たり10万円 

※休業要請期間が延長された事業者に対 

する加算あり 

申請方法：新潟県緊急事態措置・協力金相談センター 

へ郵送またはオンライン 

郵送先：〒950-8570新潟市中央区新光 

町４番地１ 新潟県緊急事態措置・協 

力金相談センター 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/ 

sangyoseisaku/sikyu.html 

申込期限：６月30日（火）まで  

問合せ：新潟県緊急事態措置・協力金相談センター 

☎０２５－２８０－５２２２ 

売り上げ減少などの要件を満たした場合、保証料

補助と３年間の利子補給が受けられます。 

問合せ：市内の各金融機関 

固定費の負担を軽減 

■事業継続緊急支援金（市） 

従業員の雇用を守るために 

■雇用調整助成金（国） 

事業全般に広く使える給付金 

■持続化給付金（国） 

当面の運転資金の調達に 

■無利子・無担保融資（県） 

◎制度の内容や申請方法の相談に社会保険労務 

士が個別にお応えします。※要予約 

日時：７月31日（金）までの平日 

１日４回、各回45分程度 

問合せ：産業支援課 ☎３９－２２２８ 

手数料を補助 

■雇用調整助成金活用促進補助金（市） 

県の休業要請に応じたら 

■新型コロナウイルス感染症 拡大防止協力金(県) 

夏の交通事故防止運動 
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 ●内科：水・木・金曜日診療（午前・午後とも） 

●整形外科：木曜日診療（午後のみ） 

※８月 13日（木）・14日（金）は、臨時休診です。 

■小国診療所からのお知らせ 

■小国地域の人口 （令和２年６月１日現在） 

６月 

７月 

８月 

あなたの経験・知識を活かし、 

お仕事をしてみませんか？  

●出張入会説明会● 

日時：毎月第４火曜日 午前10時～ 

会場：小国ワークセンター 

（おぐにコミュニティセンター２階） 

※詳細はお問い合せください。 

問合せ：長岡市シルバー人材センター南事務所 

☎９２－５７００ 

午前 午後 午前 午後 午前 午後

内 〇 〇

整

内 〇 〇 〇 〇 〇 〇

整 〇

木水 金

１９

２４ ２５ ２６

■くらしのカレンダー 

■シルバー人材センター会員募集中!! 

５月１日比
4,960 -10

男 2,395 -8
女 2,565 -2

1,988 0

人口総数

内訳

世帯数

■クマにご注意ください 

市内ではツキノワグマの出没情報が

報告されています。 

農作業などで山に入るときは、クマ

に出会わないよう、早朝や夕方を避

け、ラジオや鈴などを付けましょう。 

‐‐‐‐‐‐‐‐診療カレンダー‐‐‐‐‐‐‐‐ 

７月１日より正面玄関の開錠が午前８時になります。 

今までの管理人による宿日直体制から警備会社によ

るシステム機器管理に移行するためです。 

これに伴い夜間休日は無人となります。 

なお、夜間休日の電話によるお問い合せは、小国支

所の警備室に転送され対応いたします。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

午前 午後 午前 午後 午前 午後

内 〇 〇 〇 〇 〇 〇

整 〇

内 〇 〇 〇 〇 〇 〇

整 〇

内 〇 〇 〇 〇 〇 〇

整 〇

内 〇 〇

整

内 〇 〇 〇 〇 〇 〇

整 〇

水 木 金

１５ １６ １７

８ ９ １０

３０ ３１

２２

１ ２ ３

２９

午前 午後 午前 午後 午前 午後

内 〇 〇 〇 〇 〇 〇

整 〇

内 〇 〇

整 〇

１２ １３ １４

５ ６ ７

水 木 金

臨時休診 臨時休診


